
計算機利用の経費負担に関する細則 
第１条 
この細則は、総合メディア基盤センター（以下「センター」という。）を利用する者の利用経費につい

て定める。 
第２条 
利用者は、次項に定める利用区分の別に、第３項に定める利用経費を負担するものとし、歳出予算の振

替措置により行うものとする。 
２ 利用区分及び利用者 
（１） 一般研究 本学職員が研究を行う場合及び本学学生が指導教員の承認を得て卒業論文又は学位

（博士・修士） 
論文の作成のため研究を行う場合 
（２） 教育実習 本学学生が指導教員の承認を得て計算機実習を行う場合 
（３） 事務利用 本学職員が事務処理を行う場合 
（４）受託研究及び共同研究 本学職員と受託研究及び共同研究を行う場合 
（５） センター業務 センター職員、実習室責任者その他センター業務に直接関係する本学職員がセン

ター業務を行う場合 
３ 計算機等の利用料金 
（１） 教育用利用料金 
・プリント料金    １００円／５０枚（印刷可能枚数に上限設定） 
・ファイルサーバ使用料  無料（ただし，上限１００ＭＢ，１講義につき１人１アカウントに限る） 
・支払い方法    １２月に振り替え，もしくは物納（振り替え，物納の選択はセンターが指定） 
（２） 一般用（上記（１）以外）利用料金 
・ファイルサーバ使用料  上限 １Ｇ   無料（１人１アカウントに限る） 
             上限 １０ＧＢ  １０，０００円／人・課題／年 
・支払い方法    １２月に振り替え，もしくは物納（振り替え，物納の選択はセンターが指定） 
附 則 
この細則は、平成６年７月１１から施行する。 
この細則は、平成８年４月１日から施行する。 
この細則は、平成９年４月１日から施行する。 
この細則は、平成１１年４月１日から施行する。 
この細則は、平成１３年４月１日から施行する。 
この細則は、平成１４年４月１日から施行する。 
この細則は、平成１７年４月１日から施行する。 
この細則は、平成１８年４月１日から施行する。 
この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 
この細則は、平成２０年３月１９日から施行する。 
 


